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４ 衛生費 

 

1 保健衛生費    1 保健衛生総務費 

[担当:保健センター] P.210 

20  健康づくりに要する経費  3,148,277円(3,658,068円) 

[国･県 23,668円  その他91,200円  一財3,033,409円] 

＊ 特財内訳 

[国負:保健事業費 11,834円] 

[県負:保健事業費 11,834円] 

[諸収入:講座参加個人負担金 91,200円] 

○ 目的 

  住民一人一人の健康の保持と疾病の予防を図る。 

○ 内容 

  自らの健康は自ら守るという認識と自覚向上のために教室や相談を行った。 

事業名 回数 延人員 

健康教育 150回 3,155人 

健康相談 185回 3,146人 

訪問指導 94回 94人 

○ 効果   

  生涯にわたる健康づくり事業の実施により、自らの健康は自ら守る自覚を促し、ニ

ーズに応じた各種保健サービスの推進を図ることができた。 

 

[担当:保健センター] P.212 

2401  休日夜間急患センター運営に要する経費  34,522,681円(34,465,608円) 

[その他10,162,873円  一財24,359,808円] 

＊ 特財内訳 

[負担金:休日夜間急患センター運営費負担金 9,162,873円] 

[諸収入:休日夜間緊急診療所運営費交付金 1,000,000円] 

○ 目的 

  休日･夜間における初期救急患者の医療の確保を図る。 

○ 内容 

2市1町により、取手･北相馬休日夜間緊急診療所の運営を取手市医師会に委託し、 

休日･夜間の医療業務を行った。 

○ 効果 

  休日や夜間の初期救急患者の医療が確保され、速やかに対応することができた。 

    取扱患者数                             (単位:人) 

市町村名 平成18年度 平成17年度 比較 

取手市 4,671 4,817 △146 

守谷市 855 844 11 

利根町 157 178 △21 

計 5,683 5,839 △156 
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[担当:保健センター] P.212 

2501  常総地域病院群輪番制病院運営費補助金  34,232,865円(35,037,494円) 

[その他 19,358,390円  一財 14,874,475円] 

＊ 特財内訳 

[負担金:常総地域病院群輪番制病院運営費負担金 19,358,390円] 

○ 目的 

第2次救急医療対策として、重症患者の医療の確保を図るとともに、小児救急医療 

輪番制を実施し、小児救急患者の医療の確保を図る。 

○ 内容 

常総広域内の8病院(宗仁会病院、取手協同病院、取手医師会病院、東取手病院、守谷 

第一病院、守谷慶友病院、きぬ医師会病院、水海道さくら病院)が共同連携し、輪番方式 

で円滑な救急医療業務を行うために、4市1町(取手市･常総市･守谷市･利根町･つくばみ 

らい市)が補助し実施した。また、小児救急医療についても、2病院(取手協同病院、守 

谷第一病院)により小児救急医療輪番制を実施した。 

    平成18年度取扱患者数                             (単位:人) 

市 町 村 名 病院群輪番制 小児救急医療輪番制 

取 手 市 1,136 3,140 

常 総 市 281 346 

守 谷 市 567 1,209 

利 根 町 115 345 

つくばみらい市 366 731 

計 2,465 5,771 

○ 効果 

病院群輪番制での対応により、重症患者の早期治療ができ、さらに、小児救急医療 

輪番制の実施により小児救急患者の医療を確保することができた。 

 

[担当:保健センター] P.212 

2601  老人保健施設建設補助金  25,703,887円(25,602,925円) 

[一財 25,703,887円] 

○ 目的 

  高齢社会に向けて対応する施設の充実を図る。 

○ 内容 

  緑寿荘の建設補助として平成4年度から交付している。 

○ 効果 

要看護･介護寝たきり老人等の高齢者及びその介護者である家族への支援を施設サ 

ービス、在宅訪問サービスとで行い、高齢者の福祉の向上に資することができた｡ 

 

[担当:保健センター] P.212 

2901  特定疾病療養者見舞金  24,056,943円(22,932,000円) 

[国･県 5,000,000円 一財 19,056,943円] 

＊ 特財内訳 

[県交:合併特例交付金 5,000,000円] 
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○ 目的 

  療養者本人･家族の経済的負担の軽減を図る。 

○ 内容 

原因が不明で、治療方法が未確立、かつ経過が慢性にわたるもので、茨城県の医療 

費公費負担制度適用疾病となる疾患で、入院･通院している者を対象に見舞金(月額 

3,000円)を支給した。 

  療養者内訳は次のとおり。 

〈一般〉520名 

NO 疾   病   名 人数 NO 疾   病   名 人数 

1 べ－チェット病 12 24 モヤモヤ病 5 

2 多発性硬化症 9 25 ウェゲナー肉芽腫症 0 

3 重症筋無力症 12 26 特発性拡張型心筋症 11 

4 全身性エリテマト－デス 134 27 多系統萎縮症 6 

5 スモン 0 28 表皮水泡症 1 

6 再生不良性貧血 5 29 膿疱性乾癬 1 

7 サルコイドーシス 7 30 広範脊柱管狭窄症 3 

8 筋萎縮性側索硬化症 6 31 原発性胆汁性肝硬変 13 

9 強皮症･皮膚筋炎･多発性筋炎 36 32 重症急性膵炎 2 

10 特発性血小板減少性紫斑病 22 33 特発性大腿骨頭壊死症 3 

11 結節性動脈周囲炎 3 34 混合性結合組織病 2 

12 潰瘍性大腸炎 89 35 原発性免疫不全症候群 0 

13 大動脈炎症候群 5 36 特発性間質性肺炎 2 

14 ビュルガ－病  5 37 網膜色素変性症 25 

15 天疱瘡 1 38 プリオン病 0 

16 脊髄小脳変性症 16 39 原発性肺高血圧症 0 

17 クロ－ン病 13 40 神経線維腫症 0 

18 難治性肝炎のうち劇症肝炎 1 41 亜急性硬化性全脳炎 0 

19 悪性関節リウマチ 5 42 バット･キアリ症候群 0 

20 パ－キンソン病関連疾患  52 43 特発性慢性肺血栓閉塞症 2 

21 アミロイド－シス 0 44 ライソゾーム病 0 

22 後縦靱帯骨化症 11 45 副腎白質ジストロフィー 0 

23 ハンチントン病 0    

〈小児〉181名 

NO 疾   病   名 人数 NO 疾  病   名 人数 

1 悪性新生物 7 7 糖尿病 2 

2 慢性腎疾患 11 8 先天性代謝異常 2 

3 慢性呼吸器疾患 114 9 血友病等血液･免疫疾患 2 

4 慢性心疾患 24 10 神経･筋疾患 0 

5 内分泌疾患 18 11 慢性消化器疾患 0 

6 膠原病 1    

〈血液〉1名 

NO 疾   病   名 人数 

11 第Ⅶ因子(ヘイグマン因子)欠乏症 1 

○ 効果 

  見舞金の支給により本人の経済的負担の軽減と適切な入院･通院が図られた。 
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1 保健衛生費    2 予防費 

[担当:保健センター] P.214 

2001  予防接種に要する経費  77,739,164円(80,842,642円) 

[一財 77,739,164円] 

○ 目的 

  感染のおそれがある疾病の発生及び蔓延の防止を図る。 

○ 内容 

  各種接種の内容等は次のとおり。 

                 (単位:人) 

区    分 接 種 数 市 医 

BCG接種 806 60 

急性灰白髄炎 1,369 48 

日本脳炎 52 個別接種 

三種混合 3,243 個別接種 

麻しん 19 個別接種 

風しん 62 個別接種 

麻しん風しん混合 1,457 個別接種 

一 

般 

高齢者インフルエンザ 10,096 個別接種 

日本脳炎 10 個別接種 学
校 二種混合 837 29 

○ 効果 

  予防接種の実施により、感染症疾病の発生が防止された。 

 

[担当:保健センター] P.214 

2101  結核予防に要する経費  13,994,855円(13,517,763円) 

[一財 13,994,855円] 

○ 目的 

  結核による呼吸器疾患の発生防止を図る。 

○ 内容 

  保健センター･公民館等で57日間、基本健康診査と同時にレントゲン撮影を行った。 

     (10/2～12/21) 

      検診者数        17,425人 

      要精検者           19人 

○ 効果 

要精検者には、精密検査を行い結核予防に努めることができた。 

 

1 保健衛生費    3 母子衛生費 

[担当:保健センター] P.216 

20  乳幼児健診に要する経費  8,207,410円(7,709,763円) 

[国･県 78,000円  一財 8,129,410円] 
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＊ 特財内訳 

[国補:食育推進事業交付金  78,000円] 

○ 目的 

健康診査により、発育発達の遅れ等を早期発見し保健指導を行うことにより、乳幼 

児の健康な成長を図る。 

○ 内容 

4ヵ月児･1歳6ヵ月児･3歳児及び9ヵ月児を対象に健康診査を実施し、1歳6ヵ月 

児･3歳児健康診査時に心理発達相談員を配置し、身体及び精神の発育･発達の遅れ等 

を早期に発見するとともに、5ヵ月～2歳児を対象に身体測定、育児相談、離乳食相談、 

その他指導を行った。さらに、4ヵ月児健康診査時に股関節等の異常の早期発見のた 

め、整形外科医師の診察を導入した。 

相談、受診者数等は次のとおり。 

(単位:人) 

区分 相談･受診者数 要精密検査者 医師数 

4ヵ月児 790 43 72 

9ヵ月児 772 17 36 

1歳6ヵ月児 788 19 72 

3歳児 811 14 72 

育児相談 482 － － 

○ 効果 

  早期発見と適切な処置により、乳幼児の健全な発育が図れた。 

 

[担当:保健センター] P.218 

21  母子保健に要する経費  16,169,968円(16,258,391円) 

[国･県 267,000円 その他 35,700円 一財 15,867,268円] 

＊ 特財内訳 

[国補:食育推進事業交付金  23,000円] 

[国補:フォローアップ教室事業交付金  244,000円] 

[諸収入:講座参加個人負担金  35,700円] 

○ 目的 

  出産前後の母子の健康管理と児の健全な精神発達を促すことを図る。 

○ 内容 

(1)妊婦･安産･父親教室 

 妊婦、又はその配偶者を対象として、妊娠中の日常生活や出産の準備･育児(沐浴 

  実習を含む)等について理解を深めてもらう為の教室を保健センター及び藤代保健 

  センターにおいて24回開催し、149名(延383名)の参加があった。また、安産教 

 室は年4回開催し176名、父親教室は年8回開催し238名の参加があった。 

 

(2)家庭訪問 

 第一子及び低体重児(出生体重2,500ｇ未満)、第二子以降でも希望者、経過観察 

 者等366名を訪問し、母親の育児上の不安や子の異常の早期発見に努めた。 



 - 125 - 

(3)妊婦･乳児健康診査 

  妊婦前期(満19週まで)後期(20週以上)、乳児前期(3～6ヵ月)後期(9～11ヵ月) 

 の各1回ずつ、一般健康診査を受けられる受診票(無料券)を発行した。 

 前 期 後 期 計 

発行数 766枚 814枚 1,580枚 妊 

婦 受診数 670人 715人 1,385人 

発行数 881枚 921枚 1,802枚 乳 

児 受診数 492人 347人 839人 

(4)フォローアップ教室 

 1歳6ヵ月児･3歳児健診等で発見された発達の遅れが心配される幼児、または育 

  児に不安を抱える親に対して継続して支援をした。 

(5)親子歯みがき教室 

  2歳以上就学前までの幼児を対象に歯みがき指導やフッ素塗布、乳幼児の飲み物 

 等をテーマとした指導を行い、299名の参加があった。 

○ 効果 

母親の出産前や乳幼児の発育発達の異常の早期発見に努めるとともに、発達の遅れ 

や問題のある乳幼児や育児不安を持つ親に対し、その子に合った具体的指導及び育児 

支援ができた。 

 

[担当:保健センター] P.218 

2201  微小粒子状物質等疫学調査に要する経費  428,234円(760,760円) 

[その他 421,000円 一財 7,234円] 

＊ 特財内訳 

[諸収入:微小粒子状物質等疫学調査費421,000円] 

○ 目的 

  大気中に浮遊している微小な粒子状物質の健康への影響を探る。 

○ 内容 

平成10年9月～平成11年8月生れの3歳児とその保護者を対象に13年度から5年 

間の問診による調査を行った。(環境省の特別調査) 

  児････5年間毎年 

  保護者････13、15、17年度 

○ 効果 

  大気中に存在する微小粒子状物質が人体に及ぼす健康状態を把握できた。 

 

1 保健衛生費  4 生活習慣病対策費 

[担当:保健センター] P.220 

20  生活習慣病対策検診に要する経費  165,714,095円(151,387,787円) 

[国･県 40,378,851円  一財 125,335,244円] 

＊ 特財内訳 

[国負:保健事業費 13,401,877円] 
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[県負:保健事業費 16,976,974円] 

[県交:合併特例交付金 10,000,000円] 

○ 目的 

  検診により、住民一人一人の健康の保持と適切な医療の確保を図る。 

○ 内容 

  基本健康診査や各種がん検診等を実施し、疾病の予防と早期発見を図った。 

《骨粗鬆症検診》 

実施時期 場   所 検診者総数 要精検者 

5/29 保健センター 

5/30 井野公民館 

5/31 藤代保健センター 

9/6 藤代保健センター 

9/7 福祉会館 

9/8 戸頭公民館 

638人 165人 

《乳がん検診》 

検 診 名 実 施 時 期 場   所 検診者総数 要精検者 

8/21,22,23,24, 

8/25,28,29, 

11/29,30,12/1,4 

藤代保健 

センター 

8/2,3,7,8 

12/8,11,14,15 
保健センター 

8/9,10,11 

12/5,6,7 
福祉会館 

8/1,12/12 井野公民館 

 

 

視触診＋ 

マンモグラフィー 

 

 

視触診＋エコー 

8/4,12/13 寺原公民館 

 

 

723人 

 

 

 

526人 

 

 

 

57人 

 

 

 

52人 

 

総数 1,249人 109人 

《胃がん検診･大腸がん検診》 

実 施 時 期 場   所 検診者総数 要精検者 
7/3,18,10/16,23 保健センター 

7/7,12,10/19,26 戸頭公民館 

7/6,14,10/18,20 福祉会館 

7/10,10/24 寺原公民館 

10/17 小文間公民館 

7/5,10/31 市役所 

7/4,13,10/25,30 井野公民館 

7/11,10/27 あけぼの 

7/19,20,21,24,31,8/3,4, 

11/1,2,6,9,10 
藤代保健センター 

7/25 高須公民館 

7/26 山王公民館 

7/27 六郷公民館 

 

 

胃がん   

2,461人 

 

 

 

大腸がん  

3,002人 

 

 

 

 

240人 

 

 

 

 

222人 
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7/28,11/7 相馬南公民館 

8/1,11/8 久賀公民館 

8/2 桜が丘第一集会所 

総数 5,463人 462人 

《子宮がん検診 》 

 実 施 時 期 場   所 検診者総数 要精検者 

6/5 保健センター 

6/6 福祉会館 

6/7 寺原公民館 

6/8 戸頭公民館 

6/9 井野公民館 

集団 

6/12,13,14,15 

6/16,19 
藤代保健センター 

691人 3人 

施設 4/1～ 3/9 県医師会登録医療機関 792人 23人 

総数 1,483人 26人 

《基本健康診査》(肺がん検診･喀痰検査･前立腺がん検診も実施) 

実 施 時 期 場   所 検診者総数 
要指導者･要医療者･

要精検者 

12/1 小堀集会所 

10/30 小文間公民館 

10/23,24,25,26,27,28 福祉会館 

11/20,21,22,24 寺原公民館 

11/15,16,17,18 白山公民館 

10/31,11/1,2,4 あけぼの 

11/6,7,8,9,10,11,12 井野公民館 

11/27,28,29,30, 

12/16,17,18,20,21 
保健センター 

12/4,5,6,7,8 戸頭公民館 

11/14 永山公民館 

10/2,3,5,6,17,18, 

10/19,20,21 
藤代保健センター 

10/10 高須公民館 

10/13 山王公民館 

10/11 六郷公民館 

10/12 相馬南公民館 

10/4 久賀公民館 

10/16 桜が丘第一集会所 

 

基本健康診査  

18,153人 

 

 

肺がん検診   

15,023人 

 

 

喀痰検査    

415人 

 

 

前立腺がん検診  

2,438人 

 

 

17,109人 

 

 

 

265人 

 

 

 

2人 

 

 

 

218人 

○ 効果 

各種検診を効果的に実施することで、疾病の早期発見及び健康増進を図ることがで 

きた。 
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[担当:保健センター] P.222 

2401  精神保健事業に要する経費  641,505円(656,253円) 

[その他 22,200円 一財 619,305円] 

＊ 特財内訳 

[諸収入:講座参加個人負担金 22,200円] 

○ 目的 

こころの悩みや病気を抱える人や、その家族に対し相談の場を設け、適切な支援を 

行うとともに精神障害者の福祉の向上を図る。 

○ 内容 

月1回の精神科医、心理相談員によるこころの健康相談の実施や、通院中で回復途 

上にある精神障害者に対し、月3回のデイケア(集団での生活指導等)を実施した。 

○ 効果 

こころの健康相談やデイケアを実施することにより、精神障害者やその家族に対し 

適切な支援及び社会生活への適応が図られた。 

 

[担当:保健センター] P.222 

2501  高齢者健康度評価事業に要する経費  167,580円(200,405円) 

[国･県 30,304円  一財 137,276円] 

＊ 特財内訳 

[国負:保健事業費 13,374円] 

[県負:保健事業費 16,930円] 

○ 目的 

要介護状態予備群の高齢者を把握し、各個人･各地域に対する適切な保健指導･健康 

教育を実施することで、高齢者の介護予防とともに高齢者の健康増進を図る。 

○ 内容 

要介護認定者を除く65歳以上の高齢者に対し、生活機能調査の結果を基に、個々に 

適した保健指導を実施し、保健･福祉サービスを提供した。 

○ 効果 

要介護状態予備群の高齢者に対して個別訪問し、各個人にあった保健指導及び保健 

サービスを提供することにより生活機能の維持向上及び健康の保持増進を図ることが 

できた。 

 

1 保健衛生費    5 保健センター費 

[担当:保健センター] P.224 

2001  保健センター管理運営に要する経費  12,437,971円(22,943,313円) 

[一財 12,437,971円] 

○ 目的 

 乳幼児健診や予防接種等を実施するため、施設の維持･管理を図る。 

○ 内容 

藤代保健センターの空調機が故障したため、空調機及びブレーカー等の修理を実施 

した。 
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○ 効果 

施設の維持･管理が図られ、安全かつ安心して乳幼児健診や予防接種、定期健康診断 

等を実施することができた。 

 

1 保健衛生費  6 環境衛生費 

[担当:環境保全課] P.226 

1101  取手市環境審議会に要する経費  100,000円(209,562円) 

[一財 100,000円] 

○ 目的 

  本市における環境行政全般について、調査審議する。 

○ 内容 

 第1回 平成19年度取手市一般廃棄物処理計画の審議 

○ 効果 

一般廃棄物処理計画についてさまざまな意見･提言をいただき、より効果的な計画を 

作成するために役立てることができた。 

 

[担当:環境保全課] P.226 

2101  犬猫対策に要する経費  3,339,977円(3,567,294円) 

[その他 3,339,800円  一財 177円] 

＊ 特財内訳 

[手数料:犬の登録手数料      @2,000× 530件＝   1,060,000円] 

[手数料:犬の登録再交付手数料   @1,000×   15件＝      15,000円] 

[手数料:注射済票交付手数料      @400×5,122件＝   2,048,800円] 

[手数料:じん芥処理手数料      @6,000×   36件＝     216,000円] 

○ 目的 

  狂犬病の予防及び公衆衛生･公共の福祉の増進を果たす｡ 

○ 内容 

狂犬病予防注射及び犬の登録の啓発に努め、鑑札の交付及び手数料徴収事務を行っ 

た。狂犬病予防注射は通常は獣医師宅に出向いて受けるものであるが、注射もれ及び

登録もれの防止を図るため、獣医師の協力を得て市内各所で集合注射を実施した。 

  ･犬の登録等 

 鑑札交付数    556頭    注射実施数  5,122頭 

  ･集合予防注射 

 実施延日数      8日    注射頭数  2,312頭 

 延会場数   60ヶ所   (内新規登録)    107頭 

  ･犬猫等死体処理件数 

    月 

区分 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計 

犬 １ 5 3 1 0 0 6 2 6 0 1 0 25 

猫 15 28 20 41 38 33 32 22 15 15 28 24 311 

その他 12 11 8 6 3 10 8 9 12 5 6 10 100 

計 28 44 31 48 41 43 46 33 33 20 35 34 436 
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○ 効果 

  狂犬病の予防及び公衆衛生･公共の福祉の増進を果たすことができた。 

 

[担当:環境保全課] P.226 

2201  取手駅西口公衆トイレ管理に要する経費 4,561,818円(3,892,569円) 

[一財4,561,818円] 

○ 目的 

取手駅西口公衆トイレを、常に清潔かつ良好な機能を果たすように管理し、利用者 

が快適に利用できるようにする。 

○ 内容 

1.トイレ内外の清掃 

2.設備、備品、機器の保守点検及び補修、修理 

3.消耗品の補充 

○ 効果 

取手駅西口公衆トイレを、利用者が快適に利用できるように維持することができた。 

 

[担当:環境保全課] P.228 

2301  雑草除去に要する経費  2,699,934円(2,709,573円) 

[その他 2,699,934円] 

＊ 特財内訳 

[諸収入:草刈受託収入 2,699,934円] 

○ 目的 

空き地の適正な管理及び雑草等の適正な処理について指導及び啓発を行い、安全で 

清潔な生活環境を保持する。 

○ 内容 

雑草等が繁茂しているあき地の所有者又は管理者に対して、適正な管理を行うよう 

指導、勧告するとともに、種々の事情で所有者又は管理者自身による雑草等の除去が 

困難な場合は、所有者等の委託を受けて除去した｡ 

(1)通知件数         166件 

(2)指導件数          20件 

(3)勧告件数           5件  

(4)命令件数           0件  

(5)受託件数         111件  23,501㎡ 

(6)自家処理          51件 

(7)未処理分           4件 

○ 効果 

  防犯、防火及び環境衛生上の観点から良好な住環境づくりに役立った。 

 

 

[担当:環境保全課] P.228 

2401  取手市外2市火葬場組合負担金  128,885,000円(115,825,000円) 

[その他60,348,508円  一財68,536,492円] 



 - 131 - 

＊ 特財内訳 

[諸収入:取手市外2市火葬場組合事務費  28,077,898円] 

[諸収入:火葬場周辺整備事業  32,270,610円] 

○ 目的 

  取手市外 2市火葬場組合により火葬場｢やすらぎ苑｣の管理運営及び周辺整備を行う。 

○ 内容 

  平成18年度やすらぎ苑利用状況＜火葬室及び式場(  )内は式場＞ 

(単位:件) 

市町村 

 月 
取手市 守谷市 

つくば 

みらい市 
組織外 計 

<参考> 

通夜件数 

    4月 58(17) 22(11) 25( 7) 9   114( 35) 17 

  5月 72(16) 21( 7) 23( 9) 4  120( 32) 15 

   6月 66(17)  19( 8) 29(10) 11  125( 35) 16 

  7月 60(16) 18(10)  19( 0) 11 108( 26) 12 

  8月 68(28) 21( 4) 25( 9) 6  120( 41) 20 

  9月 61(11) 22( 6) 28(15) 13  124( 32) 16 

10月 63(16) 23( 9) 28(11) 8  122( 36) 15 

    11月 74(20) 21( 4) 32( 6) 14  141( 30) 15 

12月 82(21) 17( 6) 29( 5) 19  147( 32) 14 

  1月 85(29) 32( 3) 39( 5) 7  163( 37) 16 

  2月 69(16) 22( 9) 32( 8) 9  132( 33) 15 

   3月 66( 8) 26(17) 40(11) 15  147( 36) 16 

平成18年度 824(215) 264(94) 349(96) 126 1,563(405) 187 合

計 平成17年度 866(230) 267(89) 361(86)  120 1,614(405)  

   組織外126件の内訳 

龍ヶ崎市 4件   牛久市 3件   つくば市15件   利根町35件 

  その他  69件 

○ 効果 

  火葬場｢やすらぎ苑｣の適正な維持管理が図られた。 

 

1 保健衛生費  7 公害対策費 

[担当:環境保全課] P.230 

2001 公害対策事業に要する経費 5,504,380円(5,956,845円) 

[その他 420,000円  一財 5,084,380円］ 

＊ 特財内訳 

[諸収入:県環境保全事業団交付金  100,000円] 

[手数料:土砂等による土地の埋立等に係る特定事業許可申請手数料 

@20,000×15件＝300,000円］ 

[手数料:土砂等による土地の埋立等に係る特定事業変更許可申請手数料 

@10,000× 2件＝ 20,000円］ 
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○ 目的 

市民の健康を守り、快適な生活環境を保全するため、公害の実態を掌握し、発生を 

未然に防止する。そのために水質分析調査、騒音･振動測定等の監視活動とともに、工 

場･事業場等に指導を行う。 

○ 内容 

(1) 水質汚濁防止対策 

  ①発生源の規制及び指導 

      水質汚濁防止法、県公害防止条例及び市公害防止条例に基づき、規制対象事業 

所の立入調査(県との合同立入調査含む)を実施し、排水基準の遵守等に関する 

指導を行った。 

  ②公共用水域の水質観測 

      市内河川(相野谷川等)、農業用水路及び樋管において定期的に水質検査を実施 

し、公共用水域の水質の状況を把握した。 

  ③古利根沼水質･底質調査 

      古利根の自然環境を保全するため、水質･底質の調査、監視を我孫子市と共同で 

実施した。 

  ④井戸水検査 

      市内の一般家庭を、各地区から数か所選定して有害物質の検査を行い、井戸水 

の汚染状況を把握した。 

  ⑤産業廃棄物対策 

   寺田地内産業廃棄物最終処分場周辺井戸水検査、処分場周辺の環境汚染を監視 

し、防止するため地下水の水質分析を行った。 

(2)大気汚染防止対策 

  ①発生源の規制及び指導 

      大気汚染防止法、茨城県生活環境の保全に関する条例及び市公害防止条例に基 

づき、特定施設を有する事業所に対し、県との合同立入調査を実施し、排出規準 

を遵守するよう指導した。 

  ②光化学スモッグ対策 

県の光化学スモッグ対策要綱に基づき、光化学スモッグ予報、注意報が発令さ 

れた場合、光化学スモッグ緊急時連絡体制により関係機関等に通報し、被害の未 

然防止に努めた。 

 光化学スモッグ緊急時の発令状況 

県南部地域 龍ヶ崎地域  

予 報 注意報 注意報 

平成18年度 7 3 2 

平成17年度 13 15 6 

(3) 騒音･振動防止対策 

  ①発生源の規制及び指導 

      騒音規制法･振動規制法･県生活環境の保全等に関する条例及び市公害防止条例 

に基づき、特定施設の設置等や特定建設作業の実施について事前に届け出を義務 

付け、騒音･振動発生源の内容等を審査し、騒音･振動公害の未然防止に努めた。 
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 ②環境騒音の測定 

      一般地域における環境基準との適合状況について把握するため、定点において 

測定を実施した。 

(4)悪臭･地盤沈下対策 

      悪臭については市全体が悪臭防止法の規制地域として指定を受け、県生活環境 

の保全等に関する条例とあわせて規制を行った。 地盤沈下については、県生活環 

境の保全等に関する条例及び市公害防止条例に基づき、特定施設の設置等の届け 

出を実施させ、被害の未然防止に努めた。 

(5)公害苦情処理 

      市民から寄せられた苦情について、関係各課及び県と密接な連絡を保ち、早期 

解決に努めた。 

 公害の種類別件数 

典 型 ７ 公 害 左記以外 

種 別 
合 

計 

大 

気 

汚 

染 

水 

質 

汚 

濁 

土 

壌 

汚 

染 

騒
音 低

周
波 

振 

動 

地 

盤 

沈 

下 

悪 

臭 

廃 

棄 

物 

投 

棄 

そ 

の 

他 

平成18年度 295 70 1 1 19 0 2 0 5 192 5 件

数 平成17年度 249 41 3 0 5 0 0 0 4 195 1 

○ 効果 

条例等に基づいて規制対象施設の立入検査等を実施し、公害の発生を未然に防ぐこ 

とができた。 

  公害の実態は、各観測･測定によって把握することができた。 

市民からの苦情については、県と連携を図り、発生源等に対して指導を行った結果､ 

おおむね適切に処理することができた。 

 

[担当:環境保全課] P.230 

2301 生活排水汚濁水路浄化施設維持管理に要する経費 5,862,414円 

[一財 5,862,414円］                               （5,006,148円） 

○ 目的 

新取手地域の生活排水が相野谷川の水質汚濁を招いていることから、直接浄化施設 

によって生活排水を浄化し、相野谷川の水質浄化を行うことを目的とする。 

○ 内容 

生活排水のBOD(生物化学的酸素要求量)を10mg/ℓ以下に浄化するため、高負荷処理 

施設と多自然浄化水路を配置し、相野谷川に放流している。良好な処理水質を得るた 

め、施設点検を年間20回(他 緊急出動年間24回)行った。また、平成13年度から余 

剰汚泥の処分を業者委託とした。 

なお、平成16年度の相野谷川改修工事によって揚水に影響がでるため、浄化施設に

おいても平成16年度に改修工事を実施したが、揚水量が安定せず、水質の監視に影響

している。 
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 平成18年度 平成17年度 

需用費 

消耗品 

光熱水費 

修繕料 

委託料 

 運転管理･点検 

 水質検査･汚泥分析 

 汚泥処分 

 汚泥削減対策 

 緑地管理 

 

8,275円 

1,823,268円 

884,278円 

 

724,500円 

420,000円 

1,336,648円 

598,500円 

36,000円 

 

8,998円 

1,859,217円 

140,700円 

 

861,000円 

565,950円 

904,932円 

598,500円 

36,000円 

○ 効果 

平成11年4月から運転を開始した結果、生活排水は下記のように浄化され、相野谷 

川の水質も向上した。なお、平成16年9月～平成17年8月は相野谷川上流の拡幅工 

事により、ボックスカルバートから施設への揚水が安定しなかったため、正確なデー 

タを得ることが出来なかった。平成18年度においては相野谷川上流が調整池の役割を

しているため、高水位時が多く安定した揚水は望めない状態である。 

 

浄化施設水質平均値 

平成18年度 平成17年度 
区  分 

原水 処理水 放流水 原水 処理水 放流水 

pH (水素イオン濃度) 7.5 7.8 7.9 7.5 7.5 7.8 

ＳＳ(浮遊物質) 

(単位:㎎/ℓ) 
15.3 9.0 8.8 33.0 7.2 2.3 

ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量) 

(単位:㎎/ℓ) 
16.9 3.8 3.5 19.6 5.5 5.4 

ヘキサン抽出物質 

(単位:㎎/ℓ) 
1.5 1未満 1未満 1.8 1未満 1未満 

ＴＯＰ(全リン) 

(単位:㎎/ℓ) 
1.2 0.8 0.9 1.1 0.8 0.9 

ＴＯＮ(全窒素)  

(単位:㎎/ℓ) 
9.2 8.5 8.8 8.4 9.5 10.1 

 

2 清掃費    1 清掃総務費 

[担当:環境保全課] P.232 

2001 清掃事業に要する経費 48,927,003円(42,521,797円) 

[その他 436,800円  一財 48,490,203円] 

＊ 特財内訳 

[手数料:生活雑排水汲取手数料 @2,800×156台＝436,800円] 
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○ 目的 

  市内全域の側溝等を清掃することにより、清潔で、住み良い生活環境を確保する。 

○ 内容 

パトロール等により、市内全域の側溝等の状態を把握し、年間を通し清掃等を実施 

した。 

 側溝清掃            140地区、延長  14,852ｍ 

 桝清掃              117箇所 

 排水路草刈           36地区、延長   6,687ｍ 

 スクリーン･ピット等の清掃   533回 

 市民憲章による汚泥、草の回収   312回 

家庭雑排水を浸透桝で処理している家庭のうち、浸透桝で処理しきれない雑排水の 

汲取りを実施した。 

    登録戸数12戸     本郷地区     1戸     稲地区      2戸 

                      寺田地区     1戸    上高井地区  3戸 

                      野々井地区   1戸      

                      米ノ井地区   4戸      

○ 効果 

  地域の住環境及び環境衛生の向上を図ることができた。 

 

[担当:環境保全課] P.234 

2101  廃棄物不法投棄対策に要する経費  337,727円(465,250円) 

[一財337,727円] 

○ 目的 

廃棄物の不法投棄の未然防止及び不法投棄事案の早期発見とその解決を図り、良好 

な生活環境を確保するとともに公衆衛生の向上を図る。 

○ 内容 

取手市不法投棄ボランティア監視員制度を活用するとともに、取手地区ハイタク指 

導委員会と不法投棄等に関する情報提供の覚書を締結し、取手郵便局とは同様の業務 

委託契約を行って、市内の不法投棄のパトロール監視体制をつくっている。また、廃 

棄物減量等推進員の協力も得られるようになり、監視体制が強化された。 

 また、広報紙や看板等により不法投棄の未然防止のための啓発に努めた。 

不法投棄事案については、場合によっては警察へ通報･協力依頼などを行いながら 

投棄者の発見に努めた。また投棄された廃棄物は投棄者が判明した場合にはその者に、 

判明しない場合には土地の所有者･管理者において処理することを原則として、市と 

しても必要な協力をしながら、すみやかな処理に努めた。 

不法投棄件数 

年 度 件  数 増  減 

平成18年度 158 △44 

平成17年度 202 111 

○ 効果 

市民の環境意識の高まりもあって、不法投棄の情報が多く寄せられ、廃棄物の早期 

発見と適切な処理が行われたことにより、良好な生活環境を確保することができた。 
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[担当:環境保全課] P.234 

2201 合併処理浄化槽設置整備費補助事業に要する経費 18,160,000円 

  (16,131,000円) 

[国･県8,654,000円  一財9,506,000円] 

＊ 特財内訳 

[国補:循環型社会形成推進交付金    15,903,000×1/3＝5,301,000円] 

[県補:合併処理浄化槽設置事業費補助金 13,413,000×1/3×0.75 

                            ≒3,353,000円] 

○ 目的 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併浄化槽の設置に要する経 

費について補助金を交付し、その普及を図る｡ 

○ 内容 

合併処理浄化槽設置整備費補助金交付実績 

(平成18年7月1日より補助金額変更:表下段) 

区    分 １基当りの補助金額 補助基数 補助総額 

5人槽 354,000円 4基 1,416,000円 

5人槽 342,000円 20基 6,840,000円 

6～ 7人槽 411,000円 9基 3,699,000円 

6～ 7人槽 414,000円 11基 4,554,000円 

8～10人槽 519,000円 １基 519,000円 

8～10人槽 537,000円 2基 1,074,000円 

計  47基 18,102,000円 

 ※公共下水道事業認可区域及び農業集落排水施設処理区域は補助金の対象外となる。 

○ 効果 

合併浄化槽は、公共下水道の終末処理場と同等の浄化性能があり、公共用水域の水 

質汚濁防止に大きな役割を果たしている｡ 

  地域の生活環境の保全を図ることができた。 

  

[担当:環境保全課] P.236 

2501  公共施設の里親制度に要する経費  225,555円(70,350円) 

[一財225,555円] 

○ 目的 

公共の施設の美化保全を通じて市民、事業者、行政が一体となった住みよいまちづ 

くりを推進する。 

○ 内容 

市が管理する公共施設について市民や団体に里親の登録をしてもらい、定期的に清 

掃、環境美化等の活動を行なってもらった。市は必要な用品の提供、看板の設置、保 

険加入などのサポートを行った。平成18年度は、登録者の増加に伴い腕章を作成した。 

○ 効果 

  地域の方々の協力のもと、環境美化が図られた。 
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2 清掃費  2 じん芥処理費 

[担当:環境保全課] P.236 

2001  じん芥収集に要する経費  324,510,506円(334,745,158円) 

[その他20,686,311円  一財303,824,195円] 

＊ 特財内訳 

[手数料:一般廃棄物許可申請手数料:@3,500×1件＝3,500円] 

[手数料:粗大ごみ収集運搬手数料:13,374,221円] 

[諸収入:資源物売却代:7,308,590円] 

○ 目的 

一般廃棄物(ごみ)の収集運搬を適切に実施することにより、住民の良好な生活環境 

を確保する。 

○ 内容 

市内の一般世帯から排出される一般廃棄物(可燃･不燃)及び資源物(新聞紙、雑誌、 

段ボール、古布、あき缶、あきビン)、粗大ごみの収集運搬を、業者に委託して実施し 

た。 

あきビンについては、平成12年度から｢容器包装リサイクル法｣に基づき、指定袋で 

3色分別収集を行っていたが、一層の品質向上を図るため平成16年度からコンテナ容 

器による分別収集を行なっている。 

全体としては、ごみの減量と資源化を図るため、引き続き5種13分別の徹底を推進 

した。 

《ごみの収集量実績》                        (単位:t) 

種  別 平成18年度 平成17年度 増 減 増減率(%) 

可 燃 ご み 23,794 25,084 △1,290 △5.14 

不 燃 ご み 5,368 5,293 75 1.41 

資源物 (缶 ･ビン ) 1,327 1,382 △55 △3.97 

粗 大 ご み 339 328 11 3.35 

合   計 30,828 32,087 △1,259 △3.92 

○ 効果 

市内から発生する一般廃棄物(ごみ)を迅速、的確に収集運搬することにより、市民 

の生活環境を清潔で衛生的なものとすることができた。 

 

[担当:環境保全課] P.238 

2101  ごみ処理事務に要する経費  5,296,121円(5,292,861円) 

[その他3,441,779円  一財1,854,342円] 

＊ 特財内訳 

[手数料:粗大ごみ収集運搬手数料:3,441,779円] 

○ 目的 

廃棄物(ごみ)の発生を抑制し再利用を促進し清潔で快適な生活環境を保持する。ま 

た各団体と連絡調整や連携を図りながら、ごみ処理に関する情報の交換や将来の方向 

性を協議する。 
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○ 内容 

･ごみの排出抑制、再使用、再利用について、市民に理解を求めるために広報等によ 

り啓発し循環型社会の構築を目指した。 

 ･粗大ごみの受付事務に対応するため臨時職員を採用し迅速に対応した。 

 ･関係機関との連絡調整を行い、また茨城県清掃協議会への負担金を支出した。 

○ 効果 

ごみの出し方のパンフレット、ごみ収集カレンダーを戸別配布し市民に周知徹底を 

図ったため混乱もなく実施されている。また、循環型社会への取り組み状況について 

各団体との連絡調整により情報収集することができた。 

 

2 清掃費  3 ごみ減量推進費 

[担当:環境保全課] P.238 

2001  ごみ減量推進に要する経費  18,300,133円(12,686,234円) 

[一財18,300,133円] 

○ 目的 

生ごみ処理機等購入補助金、資源回収助成金の交付等により、ごみの減量化と資源 

の有効利用を推進するとともに、市民意識の高揚を図る。 

○ 内容 

生ごみ処理機等購入補助金は、購入費の3分の2で1世帯につき2基まで、1基に 

つき限度額3,000円(電気式生ごみ処理機は1基につき限度額30,000円)を交付した。 

 《生ごみ処理機等補助金実績》 

 コンポスター 電気式生ごみ処理機 ＥＭ容器 

年 度 数量 補助金額 数量 補助金額 数量 補助金額 

平成18年度 10基 27,700円 100基 2,887,400円 63基 86,800円 

平成17年度 14基 38,800円 121基 3,535,200円 50基 74,100円 

資源回収助成金は、地区の自治会や子供会、PTA等の資源回収団体に対し、その回 

収した資源物1kg当たり5円、資源回収団体から資源回収業者が回収した資源物につ 

いても1kg当たり3円の助成金を当該資源回収業者に対して交付した。 

なお、平成17年度は、要綱改正に伴い申請時期が変更され前期分のみとなったため、 

回収量と助成金額が減少した。 

《資源回収助成金実績》(団体) 

年 度 回収団体数 回収量 助成金額 

平成18年度 112 1,986,810㎏ 9,934,049円 

平成17年度 96 973,600㎏ 4,868,002円 

《資源回収助成金実績》(業者) 

年 度 回収業者数 回収量 助成金額 

平成18年度 9 1,428,160㎏ 4,284,750円 

平成17年度 9   716,160㎏ 2,148,480円 

○ 効果 

経費の面では、焼却処分では29円/kg程度かかっているものを、5円/kgで回収処 

理できたことになる。 



 - 139 - 

[担当:環境保全課] P.240 

2101  生ごみリサイクル事業に要する経費  13,301,652円(16,493,820円) 

[その他 8,914,000円  一財 4,387,652円] 

＊ 特財内訳 

[諸収入:オータムジャンボ宝くじ収益金市町村交付金 8,914,000円] 

○ 目的 

循環型社会形成の一環として、一般家庭から排出される生ごみを収集し生ごみ堆肥 

化施設において堆肥化することにより、ごみの減量化を図る。 

○ 内容 

市内のモデル地区980世帯から排出される生ごみを週1回収集し、旧吉田焼却場跡 

地の生ごみ堆肥化施設において堆肥化した。 

生ごみ回収量                  (単位:kg) 

 平成18年度 平成17年度 増 減 

 4月 7,659 8,373 △714 

 5月 7,298 7,146 152 

 6月 6,303 8,753 △2,450 

 7月 6,696 8,524 △1,828 

 8月 6,712 9,163 △2,451 

 9月 5,242 7,362 △2,120 

10月 5,412 8,197 △2,785 

11月 6,808 8,906 △2,098 

12月 5,896 7,877 △1,981 

 1月 6,382 6,937 △555 

 2月 5,922 6,880 △958 

 3月 6,070 8,382 △2,312 

計 76,400 96,500 △20,100 

○ 効果 

ごみの減量化を実現できた。また、市民意識の高揚が図れた。一方、他市町村や各 

種団体等からの視察等が行われた。 

 

2 清掃費   5 し尿処理費 

[担当:環境保全課] P.242 

2001  し尿処理事業事務に要する経費 65,044,792円(43,335,731円) 

[その他35,767,210円  一財29,277,582円］ 

＊ 特財内訳 

[手数料:し尿処理手数料35,767,210円] 

○ 目的 

取手市域から排出された一般廃棄物(し尿)の収集と運搬を適正に行い、市域内の生 

活環境を清潔に保つ。 

○ 内容 

収集･運搬を委託した業者がし尿を汲取り、龍ヶ崎地方衛生組合龍の郷･クリーンセ 

ンターまで運搬し、同センターにおいて処理している。 



 - 140 - 

･汲取実施戸数及び人口 

定  額  制 １,549戸 3,515人 

口    座 859戸 2,037人 内 

訳 汲取券扱 690戸 1,478人 

従  量  制 1,555戸  

口    座 806戸  内 

訳 汲取券扱 749戸  

･し尿収集運搬委託料           52,993,744円 

定 額 (一人当り)                250円 

従 量 (36ℓ当り)                  250円 

･処理手数料(龍ヶ崎地方衛生組合) 

   29,594,845kg×0.35円/kg≒10,358,196円 

○ 効果 

取手市域から排出された一般廃棄物(し尿)を衛生的に処理することにより、市内の 

生活環境が保全された｡ 

 

[担当:環境保全課] P.242 

2101  龍ヶ崎地方衛生組合負担金  313,176,000円(335,147,000円) 

[一財 313,176,000円] 

○ 目的 

取手市域から排出される一般廃棄物(し尿)及び浄化槽汚泥の処理を適正に行い、市 

域内の生活環境を清潔にすることを目的とする｡ 

○ 内容 

市が業者委託によって収集･運搬するし尿、及び市が許可した業者が汲取･運搬する 

浄化槽汚泥について、一部事務組合の龍ヶ崎地方衛生組合が設置･運営する龍の郷･ク 

リーンセンターに搬入し、適正な処理を行った。 

     ･し尿清掃委託投入量           8,646㎘ 

     ･浄化槽汚泥投入量               20,949㎘ 

     ･龍ヶ崎地方衛生組合負担金      313,176,000円 

○ 効果 

取手市域から排出される一般廃棄物(し尿)及び浄化槽汚泥を衛生的に処理すること 

により、市内の生活環境が保全された｡ 

 


